
武
田
信
玄
と

『
孫
子
の
兵
法
』
老

拙
著

『
武
田
信
玄
孫
子
の
戦
法
』

（新
人
物
往
来
社
刊
）
を
ま
と
め
る
必
要

に
迫
ら
れ
て

『
孫
子
の
兵
法
』

『
六
総

・
三
略
』
を
著
わ
し
た
戦
前
、
戦
後
の

本
を
捜
し
て
読
む
機
会
を
得
た
。
そ
の
中
で
武
田
信
玄
の
戦
略
、
外
交
、
民
政

な
ど
の
軌
跡
に
合
わ
せ
て
書
く
う
え
で
昭
和
十
年
七
月

一
日
発
行
の

〔兵
書
全

集
第

一
巻
〕
の
公
田
連
太
郎
訳
、
大
場
爾
平
講

（解
説
）
の

『
孫
子
の
兵
法
』

（中
央
公
論
社
刊
）
が
最
も
適
切
で
大
い
に
参
考
に
な
っ
た
。

紀
元
前
五
百
年
ほ
ど
前
の
古
代
中
国
の
兵
書
で
あ
る

『
孫
子
の
兵
法
』
は
戦

争
論
で
あ
り
、
勝
つ
た
め
に
は
手
段
を
選
ば
な
い
非
人
道
的
な
戦
争
の
本
質
を

掘
り
下
げ
た
必
勝
法
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば

「勝
算
の
な
い
戦
争
は
絶
対
に
し

て
は
な
ら
な
い
」
と
戒
め
、
で
き
れ
ば
相
手
国
と
戦
わ
ず
し
て
屈
伏
で
き
れ
ば

最
良
の
策
と
し

「和
戦
」
こ
そ
兵
法
の
極
意
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

だ
が
、
徹
底
抗
戦
に
出
遭

っ
た
と
き
の
非
常
手
段
に
つ
い
て
も
詳
し
く
論
じ
て

い
る
。
最
古
の
兵
法
と
い
わ
れ
る

『
孫
子
の
兵
法
』
の
著
者
に
つ
い
て

「
孫
子
と
い

う
兵
法
者
は
実
在
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
説
、
孫
武
の
単
独
説
、
孫
子

・
孫
武

の
合
作
説
な
ど

『
甲
陽
軍
鑑
』
同
様
、
編
者
に
つ
い
て
は
未
だ
に
謎
に
つ
つ
ま

れ
て
い
る
。

坂

徳

全
編
の
字
数
は
六
千
数
百
字
。
戦
争
の
本
質
と
戦
法
の
論
文
に
し
て
は
短
い

が
、
漢
字

一
つ
一
つ
に
重
要
な
重
み
が
あ

っ
て
、
凝
縮
さ
れ
た
迫
力
が
あ
る
。

十
三
編
に
分
か
れ
て
い
る
項
目
は

「
始
計
編
」

「
作
戦
編
」

「
謀
攻
編
」

「
軍
形
編
」

「兵
勢
編
」

「虚
実
編
」

「
軍
争
編
」

「
九
変
編
」

「
行
軍
編
」

「
地
形
編
」

「
九
地
編
」

「
火
攻
編
」

「
用
間
編
」
で
あ
る
。

「
始
計
第

一
」
の
冒
頭
に

〔原
文
〕
　

孫
子
口
。
兵
者
国
之
大
事
。
死
生
之
地
。
存
亡
之
道
。
不

レ

可

レ
不

レ
察
也
。

〔訳
〕
　
　
孫
子
日
わ
く
、
兵
は
国
の
大
事
に
し
て
、
死
生
の
地
、
存
亡
の

道
な
り
。
察
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。

と
孫
子
の
戦
争
論
の
基
本
と
も
い
う
べ
き
事
柄
を
第

一
に
記
し
、
人
間
の
生
存

と
戦
争
の
不
可
欠
な
関
係
を
暗
示
し
て
国
の
た
め
に
戦
う
将
兵
は
、
国
家
の
存

亡
を
決
め
る
重
要
な
カ
ギ
を
に
ぎ

っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
戦
時
中

は

「
富
国
強
兵
」
を
国
の
柱
と
し
、
大
君
の
赤
子
と
し
て
神
格
化
し
、
侵
略
戦

争
の
先
兵
と
し
て
利
用
し
た
。
人
間
の
本
能
に
巣
食
う
征
服
欲
、
闘
争
心
を
煽

り
た
て
て
国
策
に
組
み
入
れ
た
か
つ
て
の
大
日
本
帝
国
の
戦
時
思
想
に
は

〈
個

の
自
由
〉
を
抹
殺
し
た
非
社
会
的
な
欠
陥
と
人
間
軽
視
の
悪
弊
を
さ
ら
け
出
し
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て
し
ま

っ
た
感
が
す
る
。

戦
時
中
、
軍
部
は

『
孫
子
の
兵
法
』
を
分
析
し
、
軍
国
主
義
の
教
科
書
と
し

て

″
戦
わ
ず
し
て
勝

つ
″
の
外
交
戦
略
を
用
い
ず
し
て
、
武
力
に
通
信
し
て
の

戦
略
行
為
の
み
を
活
用
し
た
こ
と
に
間
違
い
が
あ

っ
た
よ
う
だ
。

昭
和
十
年
発
行
の

『
孫
子
の
兵
法
』

（中
央
公
論
社
刊
）
の
解
説
を
担
当
し

て
い
る
大
場
爾
平
も
古
今
東
西
の
戦
争
の
勝
利
、
敗
因
の
実
例
を
あ
げ
て
項
目

別
に
列
記
し
て
い
る
が
、
勝

っ
た
、
負
け
た
、
に
終
始
し
て
い
る
点
に
古
さ
を

感
ず
る
。
も
と
も
と

『
孫
子
の
兵
法
』
は
、
中
国
の
国
内
戦
に
主
力
を
お
い
て

書
か
れ
て
い
る
。

非
合
法
な
必
勝
哲
学

応
仁
の
乱
を
起
点
と
す
る
戦
国
乱
世
の
日
本
の
国
内
戦
が
熾
烈
を
き
わ
め
て

い
た
こ
ろ
に
こ
そ

『
孫
子
の
兵
法
』
は
身
近
な
兵
法
書
と
し
て
活
用
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

武
田
信
玄
の
戦
法
、
戦
略
を
分
析
す
る
と
、
服
従
を
誓

っ
た
甲
斐
国
内
お
よ

び
占
領
地
の
先
方
衆
に
は
寛
容
で
、
た
と
え
敵
国
の
将
と
雖
も
、
信
玄
に
忠
誠

を
誓

っ
た
将
に
対
し
て
は
、
武
田
譜
代
の
諸
将
同
様
に
優
遇
し
て
い
る
。
だ
が
、

徹
底
抗
戦
の
敵
に
対
し
て
は
大
量
殺
り
く
も
辞
せ
ず
、
徹
底
的
に
粉
砕
し
て
い

る
事
柄
を
と

っ
て
も
、
ま
さ
に

『
孫
子
の
兵
法
』
の
本
質
を
わ
き
ま
え
た
唯

一

人
の
戦
国
大
名
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

信
玄
の
苛
酷
な
戦
法
は

『
妙
法
寺
記
』

『
高
白
斎
記
』

『
甲
陽
軍
鑑
』
な
ど

に
記
録
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
特
に
天
文
十
六
年

（
一
五
四
七
）
八
月
の

信
濃
佐
久
郡
の
志
賀
城

（佐
久
市
）
の
攻
略
で
は
城
将
の
笠
原
清
繁
を
は
じ
め

将
兵
悉
く
討
ち
取
り
、
女
子
供
、
老
人
に
い
た
る
ま
で
生
け
捕

っ
て
、
そ
の
場

で
競
売
し
た
旨
を

『
妙
法
寺
記
』
は
克
明
に
記
録
し
て
い
る
。
同
じ
く
天
文
二

十
三
年

（
一
五
五
四
）
八
月
の
信
濃
下
伊
那
の
神
之
峰
城
の
攻
防
戦
で
捕
え
た

城
将
の
知
久
頼
元
父
子
三
人
と
重
臣
八
人
は
甲
斐
に
護
送
し
、
河
日
湖
に
浮
ぶ

鵜
ノ
島

（当
時
は
大
原
ノ
嶋
と
呼
ぶ
）
に
監
禁
し
た
。

『
妙
法
寺
記
』
天
文
十
三
年
の
条
に

「
此
年
十
月

二
信
濃
ノ
知
久
殿
親
子
三

人
以
上
八
人
、
大
原
ノ
嶋

へ
流
サ
レ
玉
フ
。
大
原
地
下
衆
三
人
番

ニ
テ
守
り
申

シ
候
。
此
年
冬
雪
不
降
。

（中
略
）
」
と
あ
り
、
翌
十
四
年
の
条
に

「
五
月
廿

八
日
、
信
州
知
久
殿
与
四
郎
殿
、
舟
津

ニ
テ
生
害
被
成
俣
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

信
玄
の
戦
略
、
意
思
に
背
く
者
あ
ら
ば
、
た
と
え
肉
親
の
者
で
あ
っ
て
も
、

断
固
処
断
す
る
強
い
姿
勢
は
、
永
禄
十
年

（
一
五
六
七
）
十
月
十
九
日
、
三
十

歳
で
自
害
し
て
果
て
た
長
男
の
太
郎
義
信
へ
の
処
置
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
自
ら
も

『
甲
州
法
度
』
に
背
い
た
と
き
は
容
赦
な
く
罰
せ
よ
、
と
最
後
の

条
文
に
書
き
加
え
て
い
る
事
例
を
み
て
も
法
治
国
家
体
制

へ
の
熱
い
信
念
と
蓮

法
の
精
神
を
顕
示
し
た
証
で
あ
る
。

孫
子
の
兵
法
の
神
髄

信
玄
と

『
孫
子
の
兵
法
』
と
言
え
ば
、
軍
争
編
の
中
か
ら
引
用
し
た

疾
如
風
徐
如
林
侵
掠
如
火
不
動
如
山

の
十
四
文
字
の
武
田
の
旗
じ
る
し
を
想
起
す
る
が
、
確
か
に
信
玄
が
、
こ
の

十
四
文
字
を
武
田
の
縫
旗
と
し
て
採
用
し
た
理
由
は
理
解
で
き
る
。
こ
の
十
四

文
字
の
中
に
は
戦
略
、
攻
略
の
神
能
と
も
言
う
べ
き
孫
子
の
理
念
が
集
約
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『
孫
子
の
兵
法
』
を
幼
時
に
し
て
学
ん
だ
と
い
う
信
玄
は
全
十
三
編
の
兵
法

の
す
べ
て
を
暗
記
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

必
勝
の
信
念
を
持
ち
、
晴
信
二
十
二
歳
に
し
て
甲
斐
の
指
導
者
と
し
て
大
軍

を
擁
し
て
信
濃
の
諏
訪
攻
め
を
敢
行
し
て
い
ら
い
、
順
風
満
帆
の
修
ち
い
く
さ



の
連
続
で
、
慎
重
な
晴
信
も

″
過
信
″
が
募
り
、
北
信
濃
の
葛
尾
城
主

・
村
上

義
清
と
の
二
度
の
戦
い
で
敗
れ
て
い
る
。
天
文
十
七
年

（
一
五
四
八
）
二
月
の

上
田
原

（上
国
市
）
の
合
戦
と
同
十
九
年
秋
の
戸
石
城
の
攻
防
戦
で
あ
る
。

信
玄
が
絶
対
不
敗
の
戦
略
を
遂
行
し
は
じ
め
た
の
は
三
十
歳
以
降
で
あ
る
。

永
禄
四
年

（
一
五
六

一
）
九
月
十
日
の
信
濃
の
川
中
島
で
の
第
四
回
に
わ
た

る
越
軍
と
の
激
突
も
、
甲

・
越
両
軍
と
も
に

「
絶
対
に
勝
て
る
」
と
い
う
確
信

が
あ

っ
た
か
ら
両
軍
と
も
全
力
を
傾
注
し
て
戦

っ
た
の
で
あ
る
。
両
軍
と
も
、

ど
ち
ら
か
に
必
勝
の
確
信
が
な
か

っ
た
ら
第
四
回
の
激
突
は
起
こ
り
得
な
か
っ

た
と
思
う
し
、
身
内
、
重
臣
、
そ
れ
に
多
数
の
将
兵
の
命
が
助
か
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。

『
孫
子
の
兵
法
』

（謀
攻
編
）
に
記
さ
れ
て
い
る

「
必
勝
五
つ
の
条
件
」
の

頭
に

「
故
口
。
知

レ
彼
知

レ
己
。
百
勝
不

レ
殆
」
と
あ
る
。
訓
読
み
に
す
る

と

「
ゆ
え
に
い
わ
く
、
彼
を
知
り
、
お
の
れ
を
知
ら
ば
、
百
戦
あ
や
う
か
ら
ず
」

で
あ
る
。

「
負
け
る
い
く
さ
な
ら
最
初
か
ら
や
ら
な
い
ほ
う
が
よ
い
」
と
い
う

考
え
方
に
徹
し
、
余
裕
と
十
分
な
準
備
期
間
を
費
や
し
て

″
絶
対
に
勝
て
る
″

と
い
う
自
信
に
裏
付
け
ら
れ
て
出
馬
し
て
い
る
。

『
孫
子
の
兵
法
』

（作
戦
編
）
に

「
勝

つ
こ
と
久
し
け
れ
ば
鋭
を
挫
く
」
と

あ
る
。
同
じ
く
謀
攻
編
に

「
退
く
も
勝
ち
」
と
示
唆
し
て
い
る
。

恵
林
寺
の
信
玄
公
遺
訓
の

「
軍
勝
五
分
を
以

っ
て
上
と
為
す
」
と
ゆ
と
り
の

あ
る
思
想
も
快
川
紹
喜
和
尚
と
膝
を
交
え
て
語
り
合
え
る
信
玄
晩
期
の
対
戦
略

の
考
え
方
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。

全
信
濃
席
姶

の
あ
と
の
関
東
攻
略
、
駿
河
攻
略
に
し
て
も
物
心
と
も
に
大
き

な
犠
牲
を
伴
う
城
攻
め
も
決
し
て
無
理
押
し
を
し
て
い
な
い
。

一
度
で
陥
ち
な
か
っ
た
ら
、
三
度
、
三
度
と
敵
の
心
理
を
衝
い
た
陽
動
作
戦

で
、
敵
も
味
方
も
最
小
限
度
の
パ
ワ
ー
と
兵
力
で
最
大
効
果
を
あ
ら
わ
す
必
勝

法
を
選
ん
で
領
土
の
拡
大
と
治
安
を
維
持
し
て
い
る
。

『
孫
子
の
兵
法
』

（謀
攻
編
）
に

「
軍
勝
五
分
」
の
論
調
で

「
敵
国
を
打
ち

破
ら
ず
、
我
方
も
兵
卒
を
損
傷
せ
ず
敵
国
を
征
服
す
る
を
上
と
し
、
敵
国
に
攻

め
入

っ
て
敵
を
打
ち
破
る
は
そ
の
次
と
す
る
。

（中
略
）
、
こ
れ
ゆ
え
百
た
び

戦

っ
て
百
た
び
勝

っ
て
も
善
の
善
な
る
者
に
非
ら
ざ
る
な
り
。
戦
わ
ず
し
て
人

の
兵
を
屈
す
る
は
、
善
の
善
な
る
者
な
り
」
と
教
え
て
い
る
。

つ
ま
り
戦
わ
ず

し
て
勝

つ
に
は
相
手
国
を
物
心
両
面
で
納
得
さ
せ
、
道
理
を
解
い
て
対
等
に
理

解
し
合
う
こ
と
で
あ
る
。

信
玄
は

『
孫
子
の
兵
法
』
の

「
兵
勢
」

「
軍
争
」

「
火
攻
」
と
い
っ
た
荒
ら

事
の
戦
法
を
極
力
避
け
て

「
謀
攻
」

「
九
変

（外
交
攻
略
）
」

「
用
間

（
ス
パ

イ
戦
術
）
」
に
こ
だ
わ

っ
て
甲

・
信

・
駿

。
西
上
野

・
美
濃

。
三
河

へ
と
肉
迫

し
、
領
上
の
拡
大
と
同
時
に
特
産
の
経
済
の
交
流
、
適
材
の
人
事
の
交
流
、
民

政
事
業
を
進
め
て
い
る
。

信
玄
三
十
九
歳
で
剃
髪
し
、
徳
栄
軒
信
玄
の
法
名
に
変
え
た
の
も
、
殺
生
の

明
け
暮
れ
か
ら
遠
ざ
か
り
た
い
と
い
う
悲
願
と
乱
世
の
日
本
を
和
平
に
導
き
た

い
と
願
う
仏
教
徒
の
浄
土
の
道
を
選
ん
だ
の
だ
と
思
う
。

宣
教
師
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

「
信
玄
は
つ
ね
に
法
衣
を

ま
と
い
、
六
百
人
の
僧
侶
を
従
え
て
…
」
の
出
兵
で
あ
り
、
仏
法
を
も

っ
て
上

下
万
民
の
安
寧
を
計
ろ
う
と
し
た
に
違
い
な
い
。

幼
い
こ
ろ
の
信
玄
に
禅
の
道
を
喩
し
、

『
孫
子
の
兵
法
』
を
教
え
導
い
た
の

は
西
郡
相
沢
村

（甲
西
町
鮎
沢
）
の
長
禅
寺
住
持
の
岐
秀
元
伯
で
あ
る
と
す
る

史
料
は
見

つ
か
ら
ず
、
い
ま
の
と
こ
ろ
日
伝
に
過
ぎ
な
い
が
、
信
玄
成
長
の
過

程
に
師
と
仰
い
だ
僧
は
岐
秀
の
み
な
ら
ず
遣
明
使
と
し
て
三
度
も
渡
明
し
て
い

る
策
彦
周
良
、
惟
高
妙
安
、
希
奄
玄
密
、
快
川
紹
喜
と
い
っ
た
天
下
に
名
だ
た

る
名
僧
、
高
僧
か
ら
禅
学
、
倫
理
、
築
堤
法
、
戦
略
、
兵
法
な
ど
を
学
ん
だ
も
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の
と
推
定
さ
れ
る
。

ま
た
武
田
の
家
臣
国
の
中
に
も
戦
略

・
兵
法
に
精
通
し
た
軍
学
者
が
数
多
く

い
た
こ
と
は
合
議
制
に
よ
る
評
定
の
図
式
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

武
田
流
の
孫
子
の
兵
法

も
と
も
と
武
田
の
騎
馬
軍
団
は
農
民
組
織
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
平
時
に
あ
っ

て
は
農
耕
に
従
事
し
、　
一
朝
事
あ
る
と
き
は
武
具
、
軍
馬
、
武
器
、
糧
抹
を
整

え
て
出
兵
し
た
。
夏
と
秋
の
農
繁
期
に
阻
ま
れ
る
農
兵
の
現
実
を
カ
バ
ー
し
た

の
が
被
占
領
地
の
先
方
衆
で
あ
る
。
治
国
安
民
を
基
幹
と
す
る
信
玄
は

『
孫
子

の
兵
法
』

（作
戦
編
）
が
示
し
た

「糧
は
敵
に
依
る
」
の
解
釈
を
も

っ
て
、
食

糧
は
現
地
調
達
す
る
の
を
常
識
と
し
た
。
む
か
し
も
今
も
七
十
五
％
を
山
林
と

す
る
甲
斐

（山
梨
）
は
耕
作
面
積
は
狭
く
、
天
災

（
お
も
に
風
水
害
）
と
飢
え

と
の
苛
酷
な
歴
史
の
繰
り
返
し
で
あ

っ
た
。

信
虎
の
政
権
失
脚
の
背
景
に
は
、
天
文
五
年
以
来
五
年
も
続
い
た
天
災
に
よ

る
、
餓
死
者
無
限
の
苦
し
み
が
あ

っ
た
。
天
文
十
年

（
一
五
四

一
）
六
月
の
時

点
で
信
虎
を
駿
府

へ
追
放
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
甲
斐
に
内
乱
が
起
き
、
武
田

一
族
は
存
亡
の
渕
に
立
た
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

諏
訪
頼
重

・
頼
高
兄
弟
を
理
由
な
く
自
害
さ
せ
、
非
合
法
な
手
段
で
武
田
晴

信
庭
下
の
武
田
勢
が
諏
訪
へ
攻
め
込
み
、
電
光
石
火
の
勢
い
で
南
信
濃
、
伊
那

地
方
を
席
捲
、
さ
ら
に
佐
久
か
ら
北
信
濃

へ
の
侵
略
の
道
を
た
ど
っ
た
の
は
信

濃
国
は
豊
か
な
穀
倉
地
帯
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
信
濃
侵
略
は
、

米
戦
争
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

信
虎
と
信
玄
の
父
子
の
戦
略
に
、
さ
ほ
ど
の
違
い
は
な
い
が
、
占
領
政
策
に

つ
い
て
は
雲
泥
の
差
が
あ
っ
た
。
信
玄
の
占
領
政
策
は
驚
嘆
に
価
す
る
ほ
ど
の

鮮
や
か
さ
で
あ
る
。

物
資
の
輸
送
に
つ
い
て
も
強
奪
で
は
な
く
、
物
の
交
換
を
行
う
形
で
経
済
の

交
流
を
図

っ
た
。

永
禄
十

一
年

（
一
五
六
八
）
の
暮
れ
か
ら
始
ま
っ
た
駿
河
攻
略
も
、
亡
き
今

川
義
元
の
嫡
男
氏
真
の
塩
停
め
が
原
因
で
あ
る
。
義
元
時
代
、
甲
斐
お
よ
び
信

濃
、
西
上
野
に
輸
送
す
る
塩
、
海
産
物
の
大
半
は
駿
河

。
相
模
経
由
で
あ
っ
た
。

塩
の
道
を
絶
た
れ
た
ら
内
陸
の
す
べ
て
の
住
民
の
死
活
に
関
わ
る
重
大
事
で
あ

Ｚや
。掛

川
城
を
境
界
に
駿
河
は
武
田
、
遠
江
は
徳
川
家
康
と
境
を
決
め
て
武
田

・

徳
川
の
連
合
軍
が

一
斉
に
降
起
し
て
駿

・
遠
ニ
カ
国
の
今
川
領
に
攻
め
込
ん
だ

の
で
あ
る
。
武
田
の
駿
河
攻
め
は
明
ら
か
に

″
塩
戦
争
″
で
あ

っ
た
。

相
手
国
の
特
産
を
ね
ら

っ
て
の
経
済
戦
争
と
み
ら
れ
る
信
玄
の
戦
略
の
な
か

で
出
色
と
評
価
さ
れ
る
の
は
金
山
の
開
さ
く
で
あ
る
。
軍
備
に
限
ら
ず
甲
州
金

を
経
済
、
人
事
、
新
技
術
開
発
な
ど
の
振
興
、
交
流
策
に
投
じ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
『
孫
子
の
兵
法
』

（
軍
形
編
）
に

「
勝
ち
を
生
ず
る
計
算
の
基
礎
」
と
し
て

次
の
五
つ
の
原
則
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
　
部
署
配
置

（適
切
な
人
材
の
配
置
）

二
つ
　
豊
富
な
物
資
の
確
保
と
交
流

三
つ
　
軍
国
の
兵
力
と
兵
数
の
増
強

四
つ
　
情
況
判
断
に
必
要
な
適
格
な
情
報
の
蒐
集

五
つ
　
平
時
、
戦
時
を
問
わ
ず
、
こ
れ
ら
を
正
確
に
点
検
す
る
こ
と
を
怠
ら

ぬ
こ
と

正
確
に
点
検
す
る
と
い
う
意
の
な
か
に
は
、
被
占
領
地
を
含
め
て
の
万
民
の



不
平
不
満
に
謙
虚
に
耳
を
傾
け
、
是
正
す
べ
き
も
の
は
、
た
め
ら
う
こ
と
な
く

改
善
す
る
姿
勢
が
為
政
者
に
な
け
れ
ば
万
民
を
動
か
せ
な
い
、
と
信
玄
は
理
論

の
上
で
も
十
分
に
わ
き
ま
え
て
い
た
よ
う
だ
。

信
玄
最
大
の
作
戦
と
な
っ
た
京
を
め
ざ
し
て
の
西
上
作
戦
は
、
武
田
の
軍
船

五
十
八
艘
を
加
え
て
甲

・
信

。
相

・
駿

・
上
五
カ
国
の
東
軍
を
統
率
し
て
元
亀

三
年

（
一
五
七
二
）
十
月
三
日
、
信
玄
出
陣
と
前
後
し
て
三
軍
団
に
分
か
れ
て

開
始
さ
れ
て
い
る
。

『
孫
子
の
兵
法
』

（作
戦
編
）
に

「
兵
を
鈍
ら
す
べ
か
ら
ず
」
と
あ
り
、
約

二
万
五
千
と
い
わ
れ
る
武
田
連
合
軍
の
土
気
を
鼓
舞
し
、

『
孫
子
の
兵
法
』

（軍
形
編
）
の
最
後
の
条
に
あ
る

「優
勢
は
決
河
の
如
し
」
と
し
、　
一
気
呵
成

の
勢
い
に
乗
じ
て
京
都

へ
攻
め
の
ぼ
る
計
画
だ

っ
た
に
違
い
な
い
。

だ
が
、
生
者
必
減
の
大
自
然
の
原
理
に
は
抗
し
き
れ
ず
志
半
ば
に
し
て
五
十

三
歳
で
斃
れ
た
。

「
武
田
信
玄
と
孫
子
の
兵
法
」
の
一
体
化
は
、
誌
面
の
都
合
上
こ
の
項
だ
け

に
と
ど
め
て
お
く
が
、
拳
々
服
鷹
し
た

『
孫
子
』
と
の
対
話
と
実
践
を
奨
励
し

た
信
玄
の
戦
略
、
施
政
を
探
究
す
る
に
は
、
ま
だ
ま
だ
研
究
す
る
時
間
が
欲
し

い
と
思
う
。

（市
史
編
さ
ん
専
門
委
員
）
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